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1.適用 

この認証マーク使用規則（以下，本手引きという）は，一般社団法人 日本溶接協会（以下「JWES」

という）が電気工作物の溶接管理に係る認証試験，確認試験において適用する JWES マーク及び

公益財団法人 日本適合性認定協会（以下「JAB」という）認定シンボルの使用規定について説明

したものです。 

また，本手引きは，以下の JAB の規定に基づき作成しています。 

適用 JAB 規定：「認定シンボル使用規則(JAB N410：最新年版)」 

 

2.定義 

この手引きで使用する以下の用語の定義を記載します。 

2.1 JWES マーク（別図 1） 

JWES が評価に合格した溶接施工法又は溶接士技能を認めた組織に交付するマークをいいます。 

 

2.2 JAB 認定シンボル（別図 2） 

JAB が認定登録機関として JWES を認定したことを示すために交付するシンボルをいいます。

使用に関しては，JAB の規定「認定シンボル使用規則」に基づいて使用します。 

 

3.JWES マーク，JAB 認定シンボルの対象と提供 

JWES は，評価に合格した溶接施工法又は溶接士技能に対して JWES マーク，JAB 認定シンボ

ルが表示された認証書，合格書を表１「JWES マーク，JAB 認定シンボルの対象」に従い溶接施工

工場に提供します。  

表１－JWES マーク，JAB 認定シンボルの対象 

施設区分 認証書、合格書の区分 
JWES 

マーク 

JAB 認定 

シンボル 

発電用火力設備

溶接部 

溶接士技能認証書 

(H30 年火原協民間製品認証規格に基づく) 
〇 〇 

溶接士技能確認試験合格書 

(民間製品認証非適用) 
〇 × 

溶接施工法確認試験合格書 

(民間製品認証非適用) 
〇 × 

各原子力施設 

溶接部 

溶接士技能認証書 〇 〇 

溶接施工法認証書 〇 〇 

〇：対象  ×：対象外 

4. 溶接施工工場における JWES マーク，JAB 認定シンボルの使用 

本改定以降は，溶接施工工場は，JWESマークおよび JAB認定シンボルを使用することはでき

ません。 
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5.JWES マーク，JAB 認定シンボルの使用に対する処置 

JWES マーク，JAB 認定シンボルを使用したカタログ等を速やかに回収・撤回する等とともに，

認証等の一時停止又は取り消し等の処置，場合によっては違反の公表や法的措置を講ずるものと

します。 

 

6.JAB 認定シンボルの新様式使用について 

日本溶接協会要員認証に係る新 JAB 認定シンボルへの移行期限（2024 年 2 月 29 日）の終了に

伴い，別図２の新認定シンボルに変更となっております。 

 

7. 問い合わせ先  

認証マークに関する問合わせ先は，以下 JWES 事業部となります。 

 
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町 4-20 

一般社団法人 日本溶接協会 事業部 

TEL ０３－５８２３－６３２５     

FAX  ０３－５８２３－５２１１ 

Email：wes_hatsuden@jwes.or.jp  
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別図１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図２ 

 

 

 

 

 

JAB のロゴ相当部 
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公開文書 

認証マーク使用規則  

改訂来歴 

日本溶接協会 発電設備用技術基準・認証委員会 

改訂番号 日付 改訂頁 概要 

0 2019.9.17 － 新規発行 

1 2020.9.15 P-3,4,5,6 

(1)JAB N410:2020 の変更を反映 

(2)JAB 認定シンボル, JWES マークの適用範囲を

明確化 

(3)JWES e-mail アドレスのアップデート 

2 2024.12.11 全ページ JWES マークを全面的に使用禁止 
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